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水産関係民間団体事業実施要領の運用について（抜粋）

平 成 2 2 年 ３ 月 2 6 日

2 1 水 港 第 2 5 9 7 号

水 産 庁 長 官 通 知

最 終 改 正

平 成 2 8 年 １ 月 2 0 日

2 7 水 港 第 2 6 2 6 号

第１ 対象事業

この通知の対象となる事業の種類は、水産関係民間団体事業実施要領（平成 10 年４月８日付

け 10 水漁第 944 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。）の第２の別表に掲

げる事業とする。

第２ 共通事項

１ 事業実施計画の提出及び変更

実施要領第３の１の事業実施計画は、別記参考様式第１号により作成し、水産庁長官に提出

するものとする。

また、事業実施計画の重要な変更は、別記参考様式第２号により作成し、水産庁長官に提出

するものとする。

２ 財産の運用・管理規定

事業実施主体が、補助事業実施期間後に補助事業の目的に従い事業の効果又は効率の向上を

図るため、補助事業により取得した財産を実験等に供しようとする場合は、水産庁長官の承認

を得なければならない。なお、実験等を委託して実施した場合も同様とする。

３ 特許権の処分・放棄の協議

事業実施主体は、本事業の結果取得した特許権等に係る水産関係民間団体事業補助金交付要

綱（平成 10 年４月８日付け 10 水漁第 945 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」と

いう。）第 18 の３に基づく利用又は処分については、次のとおりとする。

（１）当該事業を実施した年度及び当該年度の翌年度以降５年以内に特許権等を放棄しようとす

るときは、別記参考様式第３－１号により事前に水産庁長官と協議する。

（２）当該事業を実施した年度の翌年度以降５年を経過した後に特許権等を譲渡又は放棄した場

合には、別記参考様式第３－２号により水産庁長官に報告する。

４ 指導及び監督

水産庁長官は、この事業の実施に関し必要な指導及び監督を行い、必要に応じ、事業実施主

体からの報告を求めることができるものとする。

第３ 事業の目的、内容等

実施要領に掲げる事業を実施するために必要な個別事業の目的、内容等は以下のとおりとす

るほか、水産庁長官が別途定める公募要領により事業内容等を定める場合は、当該公募要領の

定めるところによる。

９－１ 水産業競争力強化緊急事業

（１）事業目的

水産業の競争力強化を図るとともに、活力ある漁村地域を維持・発展させるため、意欲ある漁

業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう水産業の体質強化を図る

必要がある。

このため、広域な漁村地域が連携し、生産の効率化や販売力の強化、地域の漁業を維持・発展

させていくための中核的担い手の育成、漁船漁業の構造改革等に取り組むための「浜の活力再生

広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プラン」（以下「広域浜プラン」という。）を策定し、当

該プランに基づく浜の機能再編や市場・水産関連施設の集約化、漁船の更新・改修等を進めるこ



- 2 -

とにより、水産業の競争力強化を図ることを目的とする。

（２）事業実施主体

この事業の事業実施主体は、（３）の事業の総合的な実施及び調整並びに水産業競争力強化

基金の造成及び管理を行う者とする。

（３）事業の内容等

この事業は、事業実施主体が、以下のアからオまでの事業を水産業競争力強化基金により行

う事業とする。また、事業実施主体は、同基金から、事業実施者に助成を行うものとする。

なお、事業実施主体は、事業を適切に実施するため、水産庁長官の承認を得て、事業を実施す

るための基本的事項に関する業務要領（以下「業務要領」という。）を定めるものとする。

ア 広域浜プラン緊急対策事業

（イ）収入向上・コスト削減の実証的取組支援

ａ 効率的な操業体制の確立支援

（ａ）事業の内容

事業実施主体は、将来の漁村地域を担う意欲ある漁業者グループが持続可能な収益性の高い

操業体制の確立を図るため、水産庁長官が別に定める実証的取組を実施する際に要する経費に

対して助成金を交付する。

（ｂ）事業実施者

この事業の事業実施者は、次の要件を満たす者とする。

ⅰ 広域浜プランを策定する広域水産業再生委員会及び広域漁船漁業構造改革委員会（以下「広

域委員会」という。）であって、広域浜プラン及び当該浜プランに関連する浜プランの実現

のために競争力強化に取り組む、以下の全てを満たす意欲ある広域委員会であること。

なお、当該浜プランに関連する浜プランに取り組む地域水産業再生委員会が、平成 30 年度

末までの広域浜プランへの発展を目指して、広域浜プラン策定調整協議会（以下「調整協議

会」という。）を設立した場合には、当該調整協議会に参画する地域水産業再生委員会も、

事業実施者とすることができる。

（ⅰ）持続可能な収益性の高い操業体制の確立を図るための取組を実施すること。

（ⅱ）率先して広域浜プラン又は関連する浜プランに定められた取組を実践すること。

（ⅲ）地域へ貢献する意思を有し、地域や他の漁業関係者との連携を図ること。

（ｃ）競争力強化型操業推進委員会

ⅰ 事業実施主体は、収入向上やコスト削減に関する有識者３名以上を構成員とする競争力強

化型操業推進委員会（以下「操業委員会」という。）を設置するものとする。

ⅱ 事業実施主体は、操業委員会を設置しようとするときは、競争力強化型操業推進委員会設

置要領（以下「操業委員会設置要領」という。）を作成の上、別記様式第３号により水産庁

長官に申請し、その承認を受けるものとする。

ⅲ 操業委員会設置要領を変更しようとするときは、ⅱに準じて行うものとする。

ⅳ 操業委員会は、事業実施者の取組が競争力強化型操業に資するものとなるよう、活動類型

の案を定め、水産庁長官の承認を受けた上で公表するものとする。

ⅴ 操業委員会は、ⅳのほか、事業実施者から漁業現場の事情を踏まえた実証的取組（以下「地

域提案活動」という。）の提案を受けた場合、内容を審査し、競争力強化型操業に資する活

動と認められる場合は、水産庁長官の承認を受けた上で、公表するものとする。

ⅵ 操業委員会は、必要に応じて現地確認を行うものとする。

（ｄ）事業の実施

ⅰ 本事業を実施しようとする事業実施者は、効率的操業事業実施計画を策定して事業実施主

体に申請し、事業実施主体の承認を受けるものとする。

ⅱ 事業実施主体は、ⅰの申請があった場合は、その内容を確認し、以下の要件を全て満たす

と認めるときは、事業実施者に対して当該効率的操業事業実施計画について承認する旨の通

知を行うものとする。

（ⅰ）申請者が、（ｂ）に定める事業実施者であること。

（ⅱ）効率的操業事業実施計画の内容が、水産庁長官が別に定める実証的取組に該当すること。

（ⅲ）（ⅱ）及び効率的操業事業実施計画に関連する広域浜プラン又は浜プランに基づく各種

の取組の効果全体として、事業開始年度を含め５年以内に漁業所得（個人経営の場合）又

は償却前利益（法人経営の場合）を 10％以上向上する取組の目標（ＫＰＩ）を定め、当

該目標の達成を目指すものであること。
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ⅲ ⅱの承認後に生じた効率的操業事業実施計画の変更は、ⅰに準じて行うものとする。

ⅳ 事業実施者は、事業終了後速やかに効率的操業事業実施報告書を作成し、事業実施主体に

提出するものとする。

ⅴ 事業実施者は、効率的操業事業実施計画に記載したⅱの（ⅲ）の達成状況を、事業実施主

体へ報告するものとする。

（ｅ）実施状況等の確認

ⅰ 事業実施主体は、事業実施者における効率的操業事業実施計画の実施状況について、（ｄ）

のⅳに基づく報告書類等を確認するほか、必要に応じ、操業委員会が現地においてこれを確

認するものとする。

ⅱ 事業実施主体が、実施状況の確認を終えたときは、その確認結果について、速やかに事業

実施者に通知するものとする。

ⅲ 事業実施主体は、（ｄ）のⅴの達成状況を確認するとともに、取組の目標（ＫＰＩ）の達

成状況に応じ、事業実施者に対する改善指導を行うものとする。

（ｆ）助成対象経費

ⅰ 助成の対象となる経費は、（ａ）に掲げる経費並びに事業実施者が効率的操業事業実施計

画を実施するに当たり必要とされる運営、会議の開催及び実施状況の確認に要する経費と

し、その助成額は、水産庁長官が別に定める表の項目及び助成対象経費の欄ごとに同表の助

成水準の欄に掲げる水準のとおりとする。

ⅱ ⅰの規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する経費は、助成の対象外とする。

（ⅰ）（ｄ）のⅰの承認を受けなかった場合における、事業実施者におけるⅰの全ての経費

（ⅱ）国が実施する他の事業による助成等の支援を受け、又は受けることとなっている経費

（ｇ）助成金の交付

事業実施主体は、予算の範囲内で本事業の実施に必要な経費について、次に定めるところ

により、事業実施者に助成するものとする。

ⅰ （ｄ）のⅱにより効率的操業事業計画の承認を受けた事業実施者は、事業実施主体に対し

て助成金の交付申請を行い、事業実施主体は、その審査の上、交付決定通知を行う。

ⅱ 事業実施者は、本事業終了後、事業実施主体に対して精算払請求書により助成金の請求を

行うものとする。

ⅲ 事業実施主体は、（ｄ）のⅳの効率的操業事業実施報告書の内容を審査し、適切と認める

ときは、助成金の額を確定し、事業実施者に対して通知するものとする。

ⅳ 事業実施者は、本事業の助成金の交付について、その分配方法について規程を作成するも

のとする。

（ｈ）事業実施期間

本事業の実施期間は、平成 29 年３月 31 日までとする。

（ｉ）助成金の返還

事業実施主体は、本事業の実施に当たり、事業実施者が事業を実施しなかった場合又は効

率的操業事業実施報告書の内容に虚偽があった場合には、助成金を返還させる措置を講じる

ものとする。

（ｊ）事業の委託

ⅰ 事業実施主体は、この事業を円滑に実施するために必要がある場合には、この事業の一部

を第三者に委託して実施することができるものとする。

ⅱ 事業実施主体は、ⅰの委託を行う場合には、あらかじめ水産庁長官と協議するものとする。


